
公
事
根
源
愚
考
・
職
原
…
撃
要
の
類
で
あ
る
G
此
外
に
職
振

須
如
・
装
束
問
答
こ
い
ふ
の
が
あ
る
や
う
に
近
代
名
家
著

述
目
録
に
見
ね
る
が
、
余
は
此
二
つ
は
未
だ
見
す
、
こ
の

中
有
補
諸
家
知
愚
拙
記
は
公
卿
の
系
圖
を
見
る
に
最
も
簡

捷
な
本
で
あ
ら
う
。

　
次
に
谷
村
光
義
は
男
山
八
幡
宮
の
帥
官
で
、
建
武
年
中

行
事
略
解
の
著
者
で
あ
り
○
叉
紫
式
都
臼
記
傍
註
の
附
録

に
な
っ
て
居
る
五
節
舞
姫
考
も
書
い
元
人
で
あ
る
○

　
次
の
徳
田
良
方
は
装
束
要
頒
抄
の
中
の
女
官
装
束
抄
を

賊
し
九
人
、

　
次
の
渡
邊
康
映
は
源
氏
男
女
装
束
抄
の
後
毛
を
書
い
た

人
で
あ
る
が
藩
此
の
二
人
に
就
て
ば
そ
れ
以
外
の
事
は
一

向
調
べ
が
附
て
居
ら
沁
。
但
し
元
二
本
の
源
氏
男
女
装
束

抄
の
方
に
は
渡
邊
康
映
の
殿
も
あ
っ
て
湖
南
散
入
ご
あ
る

か
ら
大
灘
あ
π
b
の
人
で
あ
ら
う
か
。

　
最
後
の
僻
藤
忠
宜
は
町
議
の
ぬ
な
は
草
紙
の
中
に
て
名

を
駿
吊
し
た
が
塾
生
れ
は
伊
豫
の
松
山
で
、
京
都
に
遊
び
壷

　
　
　
第
一
巻
　
　
（
＝
一
三
）
　
叢
　
説
　
　
瀧
蔀
志
稿
解
題

井
門
に
入
つ
π
o
實
は
此
入
の
紹
介
で
多
田
秋
齋
は
鶴
翁

の
門
入
こ
な
つ
陀
の
で
あ
る
。

　
之
を
要
す
る
に
是
等
の
門
人
の
活
動
が
英
の
師
匠
の
事

業
ご
相
挨
っ
て
痘
接
問
接
に
後
の
研
究
者
に
ご
れ
位
便
宜

を
輿
へ
π
か
は
改
め
て
言
ふ
泡
も
な
い
事
で
あ
る
。
是
よ

り
後
の
話
で
は
あ
る
が
、
江
戸
の
懸
紐
仁
川
の
門
か
ら
は

松
岡
母
方
、
石
原
正
朋
、
屋
代
弘
賢
、
長
野
美
波
留
、
中

由
信
名
な
ご
ご
云
ふ
幾
多
の
故
實
學
潅
が
出
て
其
等
の
人

が
叉
有
名
な
る
弟
子
を
寓
し
斯
の
學
界
に
多
大
の
貢
献
を

し
元
○
此
京
都
の
壼
井
門
は
江
戸
の
塙
門
．
＼
」
前
後
鞘
封
し

て
故
實
の
雄
藩
開
拓
の
二
大
勢
力
の
中
に
数
ふ
べ
き
事
は

誰
が
見
て
も
異
論
の
な
い
所
で
あ
ら
う
。

　
　
　
禮
部
志
稿
解
題

　
　
　
　
　
交
學
博
士
　
　
内
藤
虎
次
〃
郎

　
明
治
四
十
、
五
年
蘇
、
余
は
京
都
帝
國
大
學
よ
り
涙
遣
せ

ら
れ
て
奉
天
の
秘
庫
に
更
料
を
採
訪
せ
り
。
其
の
主
な
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
　
一
十
　
　
　
一
一
胃
二



　
　
　
第
一
谷
　
　
（
一
二
四
）
　
叢
　
説
　
　
禮
潔
志
稿
解
題

臼
的
は
清
朝
の
根
本
史
料
を
得
る
に
在
り
て
、
瑚
治
三
十

八
年
管
見
以
來
、
幾
だ
邊
爲
の
機
を
得
ざ
り
し
満
文
老
橿

を
寓
興
せ
し
こ
ご
は
、
最
大
事
業
た
り
し
も
、
其
以
外
に

於
て
、
交
湖
閣
の
四
庫
全
書
中
に
存
す
る
未
流
布
の
珍
書

を
逡
寓
す
る
こ
ご
を
も
、
亦
之
を
力
め
た
り
○
乃
ち
置
字

生
十
数
人
を
傭
ひ
、
富
開
講
臓
導
爆
こ
し
て
、
之
を
盤
督

し
て
、
三
種
の
書
籍
を
蓬
鋤
せ
し
が
，
禮
部
志
稿
百
零
は

實
に
共
の
一
な
り
○

　
禮
都
志
稿
は
朋
の
泰
昌
元
年
の
官
修
に
か
、
る
も
、
共

の
編
修
の
任
に
解
れ
る
は
、
命
汝
糧
一
人
に
し
て
、
念
氏

は
其
の
凡
例
に
よ
り
て
見
る
も
、
頗
る
識
見
あ
る
人
た
る

　
　
　
　
が

こ
ご
明
か
な
る
を
以
て
、
全
書
の
膿
制
要
領
を
得
、
四
庫

全
書
総
羅
提
要
に
も
、
繕
賛
の
詞
を
客
ま
ざ
り
し
程
の
名

著
な
り
。

　
莫
凡
例
は
一
、
湖
初
刷
、
一
、
理
魔
羅
．
一
、
愼
稽
致
の
三

項
に
分
ち
、
遡
初
制
の
項
に
は
勝
會
典
が
毎
類
の
首
に
國

初
盤
籍
の
文
を
列
し
、
次
に
は
乃
ち
後
來
の
憲
有
を
載
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
一
號
　
　
一
一
西

本
末
燦
然
こ
し
て
点
る
べ
き
を
議
し
て
、
此
書
も
一
に
其

義
例
に
浬
ふ
ご
い
ひ
、
理
條
貫
の
項
に
は
典
故
の
編
は
菅

葦
に
急
な
ら
す
し
て
濾
貫
通
に
念
な
り
、
廣
博
に
急
な
ら

す
し
て
、
提
禦
に
急
な
る
を
以
て
、
定
局
、
有
凋
、
載
筆

こ
も
に
端
綱
調
書
に
意
を
用
ひ
た
り
こ
い
ひ
、
愼
稽
放
の

項
に
は
僖
聞
を
無
難
す
る
こ
ご
は
、
濁
り
掛
漏
を
恐
る
》

の
み
な
ら
す
し
て
．
謎
謬
を
強
正
す
る
こ
ご
も
亦
編
摩
の

篤
一
義
な
り
、
・
」
い
ひ
、
詞
林
の
釦
公
よ
り
累
朝
の
金
匿
石

室
の
講
を
請
ひ
得
た
る
外
、
當
事
の
名
公
よ
り
本
曹
の
掌

馬
引
頗
を
示
さ
れ
た
れ
ば
、
蓼
信
管
訂
、
蝕
力
を
遣
さ
す

ご
い
へ
り
○

共
の
編
次
は
大
要
左
の
重
し
○

　
第
一
憲
よ
り
第
六
懇
に
至
る
を
聖
訓
．
こ
し
洪
武
年
聞
よ

　
り
隆
慶
年
間
ま
で
の
詔
勅
を
畢
げ
、

　
第
七
憲
は
建
官
に
し
て
灘
部
の
組
織
を
述
べ
、

第
八
憲
は
総
職
掌
ご
し
、

第
九
窓
よ
り
露
骨
四
恕
ま
で
は
儀
制
司
職
掌
こ
し
、



　
窮
廿
五
憲
よ
り
第
擬
四
聖
ま
で
は
繭
祭
司
の
職
掌
こ
し

　
第
舜
五
窓
よ
り
学
説
漁
期
ま
で
は
主
客
司
職
掌
こ
し
、

　
第
蹴
九
樋
里
囚
十
憲
は
精
膳
司
職
掌
及
び
警
務
騰
職
掌

　
こ
し
、

　
第
四
十
一
巻
よ
り
第
四
十
四
懇
ま
で
は
歴
官
表
こ
し
、

　
纂
四
ナ
五
憲
よ
り
第
五
十
懇
ま
で
は
奏
疏
こ
し
、

　
第
五
十
一
憲
よ
り
纂
五
十
八
憲
ま
で
は
刺
簿
こ
し
、

　
㌶
玉
十
九
懇
よ
り
第
八
十
窓
ま
で
は
儀
制
司
の
事
例
備

　
考
．
こ
し
、

　
第
八
十
一
憲
よ
り
策
八
十
九
恕
ま
で
は
胴
祭
司
の
事
例

　
備
溝
．
こ
し
、
、

　
第
九
十
憲
よ
り
第
九
十
二
憲
ま
で
は
主
客
司
の
事
例
備

　
考
こ
し
、

埠
第
九
十
三
憲
は
愚
慮
司
の
事
例
備
考
こ
し
、

　
第
九
十
四
窓
よ
り
第
百
憲
ま
で
は
総
事
例
備
考
こ
し
、

　
四
庫
全
書
総
騒
提
要
に
は
、
之
を
詐
し
て
館
下
薦
畢

罫
線
の
如
き
は
明
實
録
の
載
せ
ざ
る
所
た
り
、
所
雪
、
建

　
　
　
第
一
翁
　
　
（
ゴ
一
五
）
　
叢
　
讃
　
　
禮
部
志
稿
解
題

宮
諸
訓
は
嘉
靖
㍊
典
の
未
だ
録
せ
ざ
る
所
π
り
、
王
．
妃
の

冠
服
、
百
官
の
常
服
及
び
大
宴
の
墜
落
は
、
明
変
の
禮
樂

志
に
較
ぶ
れ
ば
詳
な
り
こ
し
、
貢
聖
断
蓬
の
額
、
諾
勅
表

章
の
式
は
明
會
典
に
較
ぶ
れ
は
備
は
れ
り
、
こ
し
、
経
縫
の

侍
班
員
額
は
朋
集
禮
の
遺
せ
る
所
を
捨
ひ
、
朝
甥
、
賞
資

の
襲
撃
は
女
能
勝
田
、
爾
域
行
程
の
闘
け
躍
る
灰
を
補
ひ

案
掌
の
文
な
れ
ば
鵜
や
冗
蕪
に
傷
る
ご
錐
も
、
而
か
も
備

を
抽
選
に
取
る
は
、
髄
例
、
菊
書
ご
鞘
殊
な
り
、
固
よ
り

冗
難
を
以
て
病
こ
す
る
能
は
す
ご
な
せ
り
○

　
購
書
の
浩
溝
な
る
ご
、
且
つ
今
a
に
荘
ら
て
史
家
の
資

料
こ
し
て
面
接
に
必
要
な
る
部
分
に
緩
急
あ
る
ご
を
以
て

余
も
未
だ
全
部
を
賞
讃
す
る
能
は
ざ
る
も
、
其
の
明
代
の

外
國
關
係
を
徴
す
べ
き
項
月
は
、
大
率
之
を
渉
獄
し
た
り
．

其
の
結
果
こ
し
て
、
輝
ぼ
余
が
紫
電
の
儂
値
に
關
す
る
所

見
を
遽
べ
ん
に
、
編
表
が
禽
ら
言
ふ
所
の
累
増
の
金
贋
二
石

室
の
剛
ご
は
、
即
ち
明
代
實
録
の
副
本
を
指
せ
る
が
如
く

明
代
に
締
て
は
、
詞
林
即
ち
翰
林
院
に
實
録
の
副
本
を
藏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
一
號
　
　
一
二
玉



　
　
　
醜
寧
　
一
　
礁
僧
　
　
　
ハ
一
一
一
山
ハ
）
　
　
　
溝
溜
　
轟
醐
　
　
　
湘
粗
蹄
齢
士
ゆ
礪
…
　
解
紹
申

し
て
曝
掌
故
の
研
究
に
備
へ
躍
れ
ば
、
編
考
は
主
こ
し
て

材
料
を
こ
、
に
取
り
、
叉
所
謂
本
曹
の
掌
故
、
郎
ち
禮
部

衛
門
が
薄
ら
管
理
す
る
記
録
を
も
墾
黙
し
た
る
者
な
る
を

以
て
憾
其
の
聖
灘
の
項
下
に
於
て
も
、
明
の
歴
朝
賓
訓
の

懐
遠
入
、
駅
夷
秋
等
の
項
下
に
識
す
る
所
ご
頗
る
出
入
あ

り
．
儀
鋼
司
職
掌
中
、
影
戯
禮
の
愛
郷
愚
主
客
司
職
掌
中

朝
質
、
獄
官
、
朝
潮
通
例
、
賓
客
、
賜
諸
番
四
夷
土
官
入

等
の
谷
項
、
食
膳
司
職
掌
中
墾
管
待
番
夷
、
土
官
憲
宴
等

の
壌
照
び
番
夷
土
官
便
器
下
縄
等
の
項
は
、
萬
暦
重
脩
の

購
禽
典
ご
全
然
同
一
に
し
て
、
珍
こ
す
る
に
足
ら
ざ
る
も

主
客
詞
察
例
備
考
巾
・
の
朝
賞
備
考
に
は
、
頒
朝
貢
濃
、
貢

使
譲
乞
、
賜
各
國
．
優
膿
、
斑
蝶
、
侮
各
國
．
封
幽
欝
．

布
交
敷
墨
各
國
興
繊
、
庭
番
欝
、
課
職
等
の
子
爲
を
有
し

業
の
細
h
は
更
に
七
百
條
に
曇
り
、
仁
摩
司
事
例
備
考
中

の
鐘
宴
慌
考
に
載
せ
た
る
宴
賞
使
の
子
爵
ご
共
に
も
實
に

覇
代
外
交
擁
護
の
大
槻
た
り
、
但
だ
三
塁
勝
魔
、
藤
域
艀

灘
録
の
翻
を
締
ふ
べ
き
の
み
な
ら
す
、
余
が
知
れ
る
範
幽

　
　
　
　
　
　
　
　
縫
濯
　
一
　
一
號
　
　
　
一
二
山
ハ

に
て
は
．
殊
域
周
容
録
、
五
遊
典
購
、
西
洋
朝
貢
典
録
．

全
邊
紀
鯨
蝋
、
最
も
精
確
な
る
仁
君
の
書
に
も
見
ね
ざ
る

重
要
の
麓
料
を
包
有
す
る
を
見
る
○
蓋
し
瑚
代
の
掌
故
は

要
す
る
に
實
録
よ
り
備
は
る
な
く
噛
朋
入
の
私
撰
せ
る
掌

故
の
諸
書
は
至
仁
録
を
刺
識
し
て
之
を
爲
せ
る
者
多
く
、

隷
書
の
驚
き
も
、
醗
黒
身
濾
明
輝
製
鋼
の
外
に
在
て
は
、

實
録
に
取
る
所
多
き
は
．
疑
を
容
れ
ざ
る
も
、
共
の
髄
例

の
整
然
こ
し
て
憶
樵
出
に
硬
利
な
る
は
、
實
論
者
く
は
實

録
を
刺
覆
せ
る
他
の
諸
書
に
比
し
て
、
夏
か
に
愈
れ
る
者

あ
り
。
叉
藤
部
の
記
録
に
櫨
り
ね
る
材
料
は
、
蕗
書
の
猫

り
豊
富
に
し
て
親
鍵
書
の
及
ぶ
べ
か
ら
ざ
る
、
手
な
れ
ば
、

軍
に
明
代
外
交
史
の
資
料
、
し
し
て
、
有
ヵ
な
る
滲
強
書
た

る
べ
し
○

　
試
み
に
一
例
を
撃
げ
ん
に
悔
重
書
の
第
九
十
憲
に
目
本

番
儒
償
値
の
項
あ
り
、
広
く

　
景
泰
三
年
禮
部
立
。
日
本
國
王
有
附
進
物
及
使
臣
欝
耀

　
附
零
物
。
誤
例
癒
給
直
Q
考
之
宣
穗
八
年
賜
例
○
當
時



　
研
昆
貝
…
以
鵬
ハ
国
者
○
硫
黄
僅
…
二
仲
禺
二
千
。
覗
鯨
太
・
僅
二
一
禺
山
四

百
。
生
紅
銅
僅
四
千
三
百
。
以
把
計
者
○
衰
刀
僅
二
Q

腰
刀
僅
三
十
五
耳
○
今
所
買
硫
黄
三
十
六
萬
四
千
有
奇
Q

　
蘇
山
小
一
十
冊
禺
∴
ハ
千
。
生
紅
銅
一
十
一
血
｛
萬
…
二
千
有
u
奇
○
山
哀

　
刀
四
百
一
十
七
Q
腰
刀
九
千
四
百
八
十
五
Q
其
面
構
扇

箱
盆
前
物
○
比
善
摂
塔
同
感
○
蓋
縁
辺
臼
獲
利
而
去
り

　
故
今
数
倍
而
殖
。
若
動
前
例
給
直
○
除
折
絹
外
Q
其
銅

銭
絡
二
十
一
萬
七
千
七
百
三
十
二
貫
一
百
丈
Q
臨
値
銀

ツ
ニ
十
一
萬
七
千
七
百
二
十
二
両
有
奇
奥
Q
計
其
貢
物
時

値
一
廉
○
給
之
太
厚
○
錐
日
厚
牲
薄
來
。
然
民
間
供
納
○

　
有
限
。
呪
今
北
蓬
及
各
．
塵
蓮
貢
者
衆
Q
正
宜
樽
節
財
用

　
議
倉
有
司
論
叢
職
給
之
。
袖
章
旨
從
議
○
有
司
言
。
時

　
焔
撮
生
紅
塵
毎
斤
山
分
分
♪
蘇
木
大
看
銀
八
丹
分
Q
小
者
五
一
分

硫
黄
熟
者
銀
五
分
。
生
者
三
分
。
臣
等
議
○
蘇
木
平
分

大
小
O
銀
倶
七
分
○
擁
黄
不
乱
生
熟
○
倶
五
分
Q
生
紅

　
銅
工
ハ
…
分
○
悲
二
三
「
二
弗
禺
四
千
七
｝
臼
九
｛
十
滑
岡
O
山
践
銅
銭
三
明
殻

　
四
一
†
七
｝
薦
九
十
骨
バ
O
刀
翻
脚
ム
ー
毎
回
給
鋤
ム
ハ
貫
Q
鎗
皿
毎
條

　
二
軸
貝
O
抹
金
銚
侃
鞭
梱
…
四
貫
ハ
Q
漆
｝
器
川
皿
毎
鰍
腸
山
陵
百
皿
文
噛
幌
ほ
毘

毎
七
一
貰
五
百
交
Q
通
計
折
鋤
絹
二
百
二
十
九
疋
折
襟

布
四
百
五
＋
九
疋
。
銭
五
萬
一
百
一
十
八
貫
。
共
議
二

　
　
　
第
一
巻
　
（
一
二
七
）
　
叢
覗
　
禮
郡
志
稿
解
題

疋
蜘
衛
士
特
下
等
馬
脚
○
給
辞
綜
一
適
職
九
疋
Q
悉
從

之
○

　
此
の
一
事
は
一
芸
繕
本
身
に
も
之
を
載
せ
た
る
も
、
太

だ
瓢
馨
に
し
て
、
此
書
の
燐
載
、
四
時
の
情
僑
を
監
せ
る

に
比
す
べ
く
も
あ
ら
す
，
以
て
六
書
の
儂
偵
の
一
班
を
窺

ふ
べ
し
○

　
但
だ
喪
亡
は
閥
庫
寸
書
に
入
る
時
に
乾
隆
奮
の
定
め
π

る
例
こ
し
て
、
多
く
一
一
の
地
名
等
を
改
賦
す
る
を
纏
お

飾
こ
ご
、
こ
、
に
引
け
る
衛
拉
特
が
、
原
ご
兀
刺
ご
あ
る

べ
き
者
な
る
が
動
し
○
余
は
會
典
に
封
照
し
て
．
奨
の
改

課
の
頗
る
多
き
を
見
た
り
。
叉
女
直
に
駕
す
る
こ
ご
は
、

　
全
然
捌
除
し
た
る
嚢
あ
る
も
、
雲
定
例
の
郵
し
。
然
る
に

又
當
三
稜
訂
の
臣
が
不
注
意
の
爲
め
に
、
建
州
．
左
衛
に
關

す
る
記
事
、
即
ち
清
朝
に
最
も
深
き
關
係
め
る
者
も
、
捌

除
に
漏
れ
覧
る
庭
あ
り
、
要
す
る
に
原
書
が
多
少
の
寛
改

を
経
た
る
跡
め
る
は
惜
む
べ
き
も
、
未
だ
此
の
小
澱
疵
を

以
て
、
其
相
な
る
償
値
を
輕
帰
す
る
に
足
ら
ざ
る
な
り
。
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